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用途地域等の変更
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今回告示された用途地域等の変更は、「杉並区２１世紀ビジョン」および

「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都市計画マスタープラン）」に基づ

く初めての変更で、「杉並区原案」（「広報すぎなみ」１５年８月１１日特集

号）をもとに、都が広域的な立場から検討し調整を図ったうえで決定し

たものです。この特集号では、用途地域等変更図、制度の概要、これま

での経過などについてお知らせします。

（用途地域等変更図は２・３面にあります）

――問い合わせは、都市計画課へ。

都からの原案作成依頼（１４年７月）

　　　「広報すぎなみ」１５年１月２１日特集号（区素案の公表）

区素案を地域へ説明（１５年２月、６月）

　　　　
区原案の作成（１５年６月）

　　　
区原案を都へ提出（１５年７月）

　　　「広報すぎなみ」１５年８月１１日特集号（区原案の公表）
都素案の公告・縦覧（１５年１０月）

　　　
都都市計画案の策定・縦覧（１６年３月）

　　　
都市計画決定・告示　１６年６月２４日

※ 用途地域の変更の決定は、都が行いました。

　これからのまちづくりにむけて用途地域等を変更す
る場合は、次の手法などによる「随時見直し」が原則
となります。

１．地区計画の原則化

　地域特性に応じた将来市街地像を実現するために、
原則として地区計画の策定と連動させて見直しを実施
していくことになります。

２．都市計画事業等による公共施設の整備

　市街地再開発事業や都市計画道路などの都市計画事
業等による公共施設の整備に合わせた見直しになりま
す。

　今回の用途地域等の変更は、都の「東京の新しい都市づくりビジョ
ン」の実現、また、「杉並区２１世紀ビジョン」がえがく杉並の将来都
市像「区民が 創 る『みどりの都市』杉並」の実現を土地利用の面から

つく

めざしていくものです。みどりに象徴される自然豊かな住環境と、商
業・業務・文化などの都市の活力が調和して、区民のくらしに対応で
きる、個性と魅力ある都市杉並の発展をめざしています。
　変更の決定にあたっては、「杉並区まちづくり基本方針（杉並区都
市計画マスタープラン）」および１４年８月に策定した「用途地域等見
直しに係る杉並区方針」を基本とし、住民説明会などでのご意見・ご
要望、区議会や杉並区都市計画審議会での審議を踏まえた検討を重ね
て、「杉並区原案」を作成しました。その後、都の調整を経て決定さ
れました。

変更の目的・基本姿勢 都市計画決定・告示までの主な流れ

今後の見直しの考え方

住宅都市としての特性を踏ま
え、住宅地としての良好な環
境を維持・保全することを目
標とします。

区内最大のターミナルである
荻窪駅周辺を中心に、商業・
業務・文化などの都市機能を
さらに充実させ、魅力あるに
ぎわいの芯をつくることを目
的とします。
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